
上下水道の宅内配管工事の加速について

○国土交通省が、宅内配管の修繕に対応可能な工事業者の情報について電話調査を実施（4月10日から）、
結果をリストにして整理。県HP等で掲載し、広く情報の周知を図る。

○４月16日時点で４市町で対応可能な工事業者は、現時点で対応可能が計24者、５月に対応可能が計51者、
６月に対応可能が計62者、という状況。

○対応困難とする理由としては、「他の宅内配管工事のため」とする理由が最も多かったため、県内の工事
業者を対象に追加して、対応可能な工事業者の掘り起こしを進める。

（※本管工事を実施する業者とは役割分担がなされている。）

対応可能な工事業者の状況
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国土交通省では、関係機関の協力を得て、上下水
道の宅内配管工事に関する情報収集・発信を実施

• ４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）
の指定工事業者を対象に情報収集・県HP等で
掲載し周知を開始（4/10から）

• 県管工事組合の工事業者への調査結果により
市町外の業者を追加 （4/16から）

• 志賀町についても同様の取り組みを開始
（4/22から追加）

２※宅内配管工事は、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度（半壊以上(損害割合20％以上):706,000円以内、準半壊(同10％台):343,000円以内）を活用可能

さらに迅速な復旧が図られるよう、各市町の復旧等の状況を踏まえ、
住民・事業者の意向を尊重しつつ、県と連携し、宅内配管工事の加速
に向けた対応について検討

これまでの取り組み

今後の対応


